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注記）今後、元号の変更が予定されていますが、本ビジョンの策定時点では新元号が決

まっていないため、表記の連続性の観点から平成 30 年度の翌年度以降も便宜上、

「平成」表記としました。 
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1-1 策定の趣旨 

本市の水道事業は、昭和37年に創設事業認可を得て以来、人口の増加や生活水準の

向上などに伴い増加する水需要に対応するため、2次に及ぶ拡張事業を実施して現在

に至っています。平成21年3月には「城陽市水道ビジョン」を策定し、これまで、水

道水の安定給水を目指し、施設や管路等の整備事業を実施するとともに、業務の委託

による人件費の削減などにより、健全な事業運営に努めてきました。 

今後の水道事業においては、急速な少子高齢化に伴う、人口減少や節水機器の性能

向上と普及などにより、ますます水需要が減少することが予想されています。 

これに加え、水道事業創設から約50年が経過するとともに、建設の時代から維持管

理の時代になる中、多くの施設や水道管が、順次、更新時期を迎えるとともに、地震

などの自然災害に対する対応力の一層の強化が強く求められており、水道事業をとり

まく環境は、大変厳しい状況となっています。 

一方、本市においては、新名神高速道路の供用開始という大きな好機を生かし、新

たな市街地の整備、東部丘陵地の土地利用などにより、ベッドタウンから新たなまち

づくりに向けて大きな転換期を迎えるとともに、まちの魅力発信やひとを呼び込むま

ちづくりの推進が重要となっており、各種施策の展開が進行しており、水道事業にお

いても、今後、これらの施策により新たな水需要への対応が必要となっています。 

このような中、国（厚生労働省）では、従来の水道ビジョンを全面的に見直し、50

年後、100年後の将来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、目指すべき方向

性や実現方策等を示した「新水道ビジョン」を平成25年3月に策定し、各水道事業体

に対して、需要者のニーズに対応した信頼性の高い水道を次世代に継承していくため

に、「水道ビジョン」の策定を推奨しています。 

本市においても、前述の「城陽市水道ビジョン」の計画期間が満了を迎えること、

上記のように水道事業をとりまく環境が大きく変化したことを踏まえ、「城陽市水道

ビジョン」の進捗評価、見直しを行い、新たに『城陽市水道事業ビジョン』を策定す

ることとしました。 
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1-2 水道事業ビジョンの位置付け 

『城陽市水道事業ビジョン』（以下、本ビジョンという。）では、「第4次城陽市

総合計画」を上位計画とし、平成21年3月に策定した「城陽市水道ビジョン」の進捗

の評価、現状の評価、分析、課題の明確化を行うとともに、国の「新水道ビジョン」

の理想像である「安全」、「強靱」、「持続」の観点から基本施策と具体的対策を策

定します。 

基本施策と具体的対策の策定にあたっては平成28年3月に策定した「城陽市水道施

設整備実施計画」（以下、「実施計画」とします）を反映するとともに、「城陽市水

道事業経営戦略」との整合を図ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 目標年次 

本ビジョンは、50年、100年先の長期的な視野を考慮しつつ、目標年次は平成39年

度とし、平成30年度から10年間を計画期間として取り組みます。 

 

 

図 1-1 本ビジョンの位置付け 
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2-1 水道事業の沿革 

本市の水道事業は、昭和37年7月に創設認可を受け、昭和39年12月に市内給水を開

始し、平成26年には通水50周年を迎えました。給水開始後は、昭和40年後半から、京

都、大阪のベッドタウンとして人口が急増し、生活様式の変化や、経済・産業の発展

に伴い、水需要が大きく増加したため、これまでに2次にわたり拡張事業を行ってき

ました。 

 

2-2 水源および水道施設の概要 

本市の水道事業では、自己水源である深井戸取水井を13施設、浄水場を3施設、配

水池を6施設（内配水塔1施設）、および加圧ポンプ所を4施設有しており、管路の総

延長は約255㎞となっています。また、京都府営水道からは、表流水を浄水処理した

水を受水しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 2 章 水道事業の概要 

図 2-1 主な水道施設位置 
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2-3 組織の概要 

上下水道部の組織体制は、2課6係で構成され、職員数は全体で45人となっています。

その内、水道事業に係る部門は、事務13人、技術23人（他に、部長1人）となってい

ます。（平成29年4月1日現在） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 上下水道部の組織体制 
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3-1 ビジョンの施策体系 

本市では、「城陽市水道ビジョン」（平成21年3月）を策定しており、これを基に

事業を推進してきました。城陽市水道ビジョンの施策体系に則り、各施策のこれまで

の進捗を評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 第 3 章 城陽市水道ビジョンの進捗評価 

図 3-1 「城陽市水道ビジョン」（平成 21 年 3月）の施策体系 
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3-2 進捗評価のまとめ 
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4-1 水需要の見通し 

我が国における水道事業の水需要は、給水人口の減少、節水意識の高まりや各種節

水機器の普及などによる節水型社会の浸透により、減少傾向にあります。 

本市においても、一日平均配水量は平成18年度に25,992m3/日であったものが、平

成28年度現在、22,011m3/日となっています。これは、給水人口の減少および節水機

器の普及によるものと考えております。 

平成39年度は、新市街地整備、東部丘陵地先行整備などの各種施策の展開により見

込まれる、水需要を考慮して、21,490 m3/日になると予測しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 第 4 章 水道事業の現状と課題 

図 4-1 水需要の見通し 
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4-2 事業の分析・評価 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜安全面＞ 

■水質管理 

・水質検査項目、検査頻度および採水場所等についてまとめた「水質検査計画」を毎年度

策定し、ホームページで公表しています。 

・平成 29 年度には「水安全計画」を策定し、原水から給水栓に至るまでの水の安全性を

一層高いレベルで確保しています。 

 

■鉛給水管 

・平成 28 年度の鉛給水管率は、1.4%となっています。本市では、宅内工事の同意が得ら

れず更新が困難な箇所などが点在して残っていますが、計画的な鉛給水管の更新は平成

28 年度で終了しています。 

・今後も、鉛給水管の解消に取り組む必要があります。 

 

■直結給水 

・本市は基本的に 2 階建てまでの建物に対して直結給水を推進、3階建て以上の建築物（10

階建て程度まで）には直結増圧ポンプによる給水を推進しており、平成 28 年度の直結

給水率は、30.5%となっています。 

・直結給水することで、受水槽管理の不備に伴う衛生面の問題などを解消することができ

ますが、配水管の水圧などの条件制約を受ける場合や、災害時対応の観点などから貯水

槽水道が望まれる場合があります。 

 

■貯水槽水道の指導 

・貯水槽水道の管理が適切に行われていない場合、水質の悪化など衛生面における問題が

生じる恐れがあります。 

・平成 23 年度に貯水槽水道に関する台帳を作成し、簡易専用水道の設置者に対して、清

掃、水質検査、日常点検の管理等について、毎年、年 2回文書により指導・助言を実施

しています。 
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＜強靭面＞ 

■施設の耐震性 

・施設ごとに耐震性をみると、平成 28 年度の浄水施設の耐震化率は 78.2%、ポンプ所の耐

震化率は 93.3%、配水池の耐震化率は 73.2%となっています。 

 

■基幹管路の耐震性 

・平成 17 年度からは、全ての配水管について、ダクタイル鋳鉄管の耐震継手による更新

を実施していますが、平成 28 年度の基幹管路の耐震適合率は 24.1％に留まっています。 

・今後は基幹管路（導水管・送水管およびφ300mm 以上の配水管）の耐震管率の向上を優

先しつつ、老朽管の計画的な更新に努める必要があります。 

 

■応急給水能力 

・配水池等を、震災時の給水拠点として、非常時用の給水設備を設置し、これらをお客さ

まが給水場所として利用できるようにしています。 

・緊急対応給水車両を平成 24 年度に購入し常備しています。 

・震災時の応急給水を充実するためには、さらなる応急給水施設・設備の整備が必要です。 

 

■危機管理対策 

・城陽市地域防災計画等に基づき、平成 28 年 5 月に水道危機管理対策マニュアルの見直

しを行いましたが、今後も災害への対応を充実させるため、定期的な見直しが必要です。 

・第 3 浄水場においては、中央監視・制御システムを導入し、浄水場内の施設とともに、

その他の浄水場、配水池およびポンプ所等の監視・制御を行っており、事故等の緊急時

に備えています。 

・一部の施設においては、豪雨による河川の氾濫で浸水被害が生じる可能性があり、今後

は、浸水被害を防ぐための対策を検討する必要があります。 
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＜持続面＞ 

■施設設備の老朽化 

・平成 28 年度の法定耐用年数超過浄水施設率は 0%となっており、拠点施設については、

耐用年数には達していないものの、老朽化は進んでいます。 

・設備については、法定耐用年数を超えた設備の割合を示す法定耐用年数超過設備率は平

成 28 年度で 47.4%となっており、比較的老朽化が進行しています。 

・老朽化した施設や設備の更新を着実に推進するとともに、既設設備の適切な維持管理を

行い、長寿命化にも努める必要があります。 

 

■管路の老朽化 

・これから布設後 40 年以上経過している老朽化管路が増えていく中で、管路の使用期間

を法定耐用年数 40 年とすると、今後法定耐用年数に達する管路は増加し続け管路の更

新費用は膨大になることが考えられます。 

・管路の重要度、漏水発生等の維持管理の状況、管路の布設環境等を考慮し、管路の使用

期間を実耐用年数（60年）で設定し、基幹管路（導水管・送水管およびφ300mm 以上の

配水管）から優先して更新を行っています。 

 

■安定水源の確保 

・水源である地下水を継続的に利用するにあたり、地下水の賦存状況を正確に把握するた

め、地下水や地盤沈下の状況について、関西大学に調査を委託し実施しています。 

・今後も安定した水源を確保するため継続的な調査が必要です。 

 

■水資源の有効活用 

・本市の有収率は平成 28 年度で 98.5％となっており、水道施設を通して給水される水量

が安定的に収益につながっています。 

・平成 20 年度から年 1 ブロック 1,200 戸程度の規模で漏水調査を実施しています。調査

件数を増加させる方向で検討し漏水個所の早期修理に努めています。 

・今後も積極的に漏水個所の早期発見、早期修理に努める必要があります。 

 

■再生可能エネルギー利用率 

・再生可能エネルギー利用率は、平成 28年度で 0％となっています。 

・今後、施設更新時には、再生可能エネルギー導入を検討する必要があります。 

 

■省エネルギー 

・主要水源と浄水場が低地にあり、ポンプによる圧送を行っているため、平成 28 年度の

配水量 1ｍ3当たり電力消費量は 0.69ｋＷ/ｍ3となっており、比較的高い水準です。 

・今後、施設の更新時には、エネルギー効率の高い設備の導入を検討する必要があります。 



12 

 
 
 
 

■施設の効率性 

・施設利用率、最大稼働率は年々低下しています。 

・近年の水需要の伸び悩み傾向などを考えると、さらに稼働率が減少していくことが考え

られるため、施設更新の際には規模の見直しや廃止等を検討する必要があります。 

 

■料金の適正化 

・給水収益に対する企業債残高の割合は、平成 28 年度で 442.4%となっており、企業債残

高については、近年増加傾向にあります。 

・料金回収率は、平成 26 年度以降 100％を上回っておりましたが、平成 28 年度は浄水コ

ンピュータ設備更新に伴い、除却費が大きくなり、97.1％と大きく落ち込みました。 

・1 箇月当たり家庭用水道料金（20ｍ3）は、平成 28 年度で 2,197 円となっており、京都

府内の水道事業体と比較すると、低い料金となっています。 

・今後、管路の耐震化にともなう更新費等の増加が見込まれる中で、将来にわたって安定

的に給水するためには、これらの更新に必要な経費等を考慮した適正な水道料金水準に

ついて検討する必要があります。 

 

■業務の効率化 

・効率的な水道事業を推進し、経費の縮減等を図るため、施設の維持管理業務の一部を民

間企業に委託しています。 

・今後とも、効率的な事業運営を図るため、浄水施設の運転管理業務などの民間の専門知

識や技術を活用できる業務については、調査・検討を行うことが必要です。 

 

■人材育成 

・水道事業は、その事業の特殊性から事業の継続性が求められ、いかなる状況においても

適切に対応できるような危機管理能力と技能を必要とします。 

・日本水道協会や関西水道水質協議会などが実施している研修会や発表会に積極的に参加

又は発表するなど、研鑽に努めています。 

 

■サービスの充実 

・料金の収納については、コンビニでの収納を平成 23 年 10 月から、ペイジー（Pay-easy）

を平成28年 10月から導入することにより水道料金の収納方法の拡大と口座振替手続き

の簡素化を図るなど、よりお客さまの利便性の向上に努めてきました。 

・今後もお客さまのご意見を取り入れつつ、水道サービスの向上に努める必要があります。 

 

■技術協力・国際協力 

・大学等の研究機関や水道事業体からの視察等への協力、JICA（独立行政法人 国際協力

機構）からの依頼を受け、世界中から研修生をほぼ毎年受入れています。 
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5-1 理想像 

今後の水道事業は人口減少や節水機器の普及などにより、さらに水需要が減少する

ことが予想されています。しかし、今後、老朽化する施設や管路の更新、施設の耐震

化など、取り組むべき施策は多く、水道事業を取り巻く環境が一層厳しくなることは

間違いありません。このような状況においても、安全で良質な水道水を安定的に給水

し続ける必要があります。 

本ビジョンでは、50年後、100年後の 

『 将来においても安全で安心な水道水を継続して供給する 』 

ことを理想像とします。 

 

5-2 目標設定 

設定した理想像を具現化するために、「安全」、「強靭」、「持続」のそれぞ

れの観点から本市の実情を踏まえた目標の設定を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
目標設定 指標 PI番号 単位 優位性 平成28年度 平成39年度 

安全性に関する 

情報公開の充実 

水安全計画の公表 － － 
 

 

平成 29 年度 

作成 
公開 

毎月検査の結果の公表 － － 
 

一部公開 公開 

適切な薬品管理 
次亜塩素酸ソーダの温

度上昇抑制対策 
－ － 

 

 
未整備 整備済 

貯水槽水道の指導 指導・助言の充実 － －  継続実施 充実 

※優位性 「  」：高いほど良い 「  」：低いほど良い 「－」：いずれでもない 
 
 
 
 
 
 

 第 5 章 理想像と目標設定 

表 5-1 成果を示す指標または成果の状況「安全面」
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目標設定 指標 PI番号 単位 優位性 平成28年度 平成39年度 

耐震性の確保 

浄水施設の耐震化率 B602 ％  78.2  100 

ポンプ所の耐震化率 B603 ％  93.3  100 

配水池の耐震化率 B604 ％  73.2  100 

基幹管路の耐震適合率 B606 ％  24.1  70 

緊急遮断弁の設置 緊急遮断弁設置数 － 基 － 0  1 

お客さまへの 

情報提供の充実 

水道危機対策マニュア

ルでの給水場所の公表 
－ － － 公表 充実 

※優位性 「  」：高いほど良い 「  」：低いほど良い 「－」：いずれでもない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

目標設定 指標 PI番号 単位 優位性 平成28年度 平成39年度 

適切な更新計画 

法定耐用年数超過設

備率 
B502 ％ 

 

47.4  50 

管路の更新率 B504 ％ 
 

0.5 0.6 

水資源の有効利用 有収率 B112 ％ 
 

98.5  現状維持 

適正な料金 

給水収益に対する企

業債残高の割合 
C112 ％  442.4  320 

給水人口 1 人当たり

企業債残高 
－ 円  62,719 55,000 

企業債残高実数 － 百万円  4,843  4,000 以下 

料金回収率 C113 ％  97.1  100 以上 

※優位性 「  」：高いほど良い 「  」：低いほど良い 「－」：いずれでもない 

表 5-2 成果を示す指標または成果の状況「強靭面」 

表 5-3 成果を示す指標または成果の状況「持続面」 
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6-1 城陽市水道事業ビジョンの体系 

『城陽市水道事業ビジョン』の策定にあたり、平成25年3月に策定された国の「新

水道ビジョン」の理想像である「安全」、「強靭」、「持続」の観点から施策体系の

再整理を行いました。城陽市水道事業ビジョンの体系図を以下に示します。 

計画期間中の最重点施策は「基幹管路の耐震性の確保」とします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 第 6 章 実現方策 

図 6-1 城陽市水道事業ビジョンの施策体系（1/2） 
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図 6-1 城陽市水道事業ビジョンの施策体系（2/2） 
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6-2 最重点施策及び重点施策の具体的対策 

安全① 安全性に関する情報公開の充実（重点施策） 

水質検査項目、検査頻度および採水場所等についてまとめた「水質検査計画」を毎

年度策定し、ホームページで公開しています。今後も安全性に関する情報公開の充実

に取り組みます。 

 
水の安全性を一層高いレベルで確保するために策定した「水安全計画」、毎月検査

の結果について、ホームページで公開します。 

 
安全② 適切な薬品管理（重点施策） 

水道水は病原生物に汚染されるのを防ぐため、蛇口での遊離残留塩素0.1ｍｇ/L以

上を保持することが、水道法で規定されています。本市では、水道法で規定された安

全な水をつくるために次亜塩素酸ソーダ（塩素）という薬品を使用しています。この

薬品は、反応性が高く、温度の上昇により劣化しやすい化学薬品であることや、人が

飲用する水に添加するものであることから、適切な取扱いとその性状を保持するため

に適した維持管理が必要です。 

 
次亜塩素酸ソーダタンクの夏季の温度上昇を防止するため、温度上昇の抑制対策を

講じ、薬品の劣化を防止します。 

 
安全⑥ 貯水槽水道の指導（重点施策） 

貯水槽水道の衛生管理を徹底するため、受水槽の管理について、指導・助言を行っ

ています。 

 
貯水槽水道の利用者に安心して水道水を使って頂けるように、すべての貯水槽水道

の設置者に対して、清掃、水質検査、日常点検の管理等について、文書による啓発・

助言・指導とともに、必要に応じて現地確認も行います。また、ホームページや広報

を通じて清掃や点検の必要性を周知します。  
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強靭① 浄水場、ポンプ所の耐震性の確保（重点施策） 

震災や事故時等に対しても、安定した給水を行うためには、拠点施設の耐震化や更

新が重要です。浄水施設・ポンプ所について、積極的に耐震化を進めます。 

第2浄水場の更新、長谷山ポンプ所建屋の補修を行います。 

 
強靭② 基幹管路の耐震性の確保（最重点施策） 

導水管、送水管、口径300mm以上の配水管を基幹管路と位置づけています。 

基幹管路については、被害が大きいとされる生駒断層帯による地震を想定し、地震

による管路被害をできるだけ軽減し、応急復旧や応急給水を迅速に実施するため、地

盤の状況を考慮し、効果の高い路線から優先的に整備を進めています。 

浄水場と主要配水池間の全ての管路について耐震化を進め、13.7kmの管路を耐震化

します。計画期間中の耐震適合率の目標は70%となり、主要な基幹管路は耐震化され

ることになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

図 6-2 基幹管路の耐震化計画(概要) 



19 

強靭③ 緊急遮断弁の設置（重点施策） 

災害時の初期飲料水等を確保するには、配水池に緊急遮断弁を設置することが有効

です。そのため、緊急遮断弁の設置の可能性を検討してきました。 

貯留容量の比較的大きい高区配水池に、緊急遮断弁を設置します。 

 

強靭④ お客さまへの情報提供の充実（重点施策） 

地震や事故等により、水道施設や管路が被災し、水道管による通常の給水ができな

くなった場合は、応急給水によってお客さまに速やかに必要な水をお届けする必要が

あります。 

緊急時における、給水場所等の情報を広報やホームページで公表します。 

 

持続① 適切な施設の更新（重点施策） 

水道施設（取水井、浄水場、配水池、ポンプ所）は、使用者であるお客さまに水道

水を給水するための施設です。安定的に水道水を給水するためには、定期的な水道施

設の更新が必要です。そのため、平成28年3月に「実施計画」を策定しました。 

優先度を考慮し、積極的に更新事業に取り組みます。平成39年度までに、第2浄水

場・公営企業庁舎の更新を行います。 

 
持続② 適切な管路の更新（重点施策） 

管路は、水道水をお客さまに配るためのものです。施設と同様に、安定的に水道水

を給水するためには、定期的な管路の更新が必要です。更新においては、耐震性を有

する水道管を使用することにより耐震化を図れるため、本施策は「強靭」の「基幹管

路の耐震性の確保（最重点施策）」にも関連した施策です。 

基幹管路を中心に、計画的な更新を推進します。 

 

持続⑥ 井戸の掘り替え（重点施策） 

本市の自己水源である井戸は、老朽化に伴い揚水量が低下します。安定的な水道水

源の確保のため、井戸洗浄等の維持管理をしてもなお揚水量の回復が見られない場合

は、井戸の更新を行う必要があります。 

地下水の調査を基に優先度の高い井戸について更新を行います。 
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持続⑦ 水資源の有効利用（重点施策） 

本市の有収率は同規模事業体で高い状態にありますが、今後は老朽化等により漏水

が発生してくる危険性が高まることが考えられます。このため、計画的かつ効率的に

漏水調査を行い、漏水防止を図り、有収率の維持に努めてまいります。 

引き続き、漏水調査を計画的かつ効率的に行い、漏水箇所の早期発見に取り組みま

す。 

 

持続⑨ 省エネルギーの推進（重点施策） 

地球温暖化の抑制に向け、CO2（二酸化炭素）排出量の削減のため、電力消費の省

エネルギー化に取り組む必要があります。 

施設更新時に、インバータ制御を採用する等、エネルギー効率の高い設備の導入を

検討します。 

 

持続⑪ 適正な料金水準の検討（重点施策） 

水需要が減少している一方、施設の老朽化により維持管理費用は増加しています。

将来にわたって安定的に給水するためには、適正な水道料金水準について検討すると

ともに、将来負担の公平性も考慮した企業債の借り入れについても検討する必要があ

ります。 

今後増加が予想される、管路の更新をはじめとする更新費用の財源確保や負担の公

平性について考え方を整理し、維持管理時代にふさわしい適正な水道料金水準につい

て検討します。 

 
持続⑭ 人材育成（重点施策） 

水道事業は、その事業の特殊性から事業の継続性が求められます。また、いかなる

状況においても適切に対応できるような危機管理能力と技能を必要とします。本市に

おいては、現在、中堅職員数の割合が少なく、空洞化しており、今後技術の継承が大

きな課題になってきます。このため、技能の向上を図り、同時に先人から引き継がれ

てきた技術などを次世代へも伝えられるように、技術継承ができる組織・人材育成の

仕組みを整える必要があります。 

研修（技術実地研修会の開催・経理研修等）を活用し、技術継承に取り組み、効率

的な人材育成を継続的に行います。 
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このビジョンによる施策や事業を着実に推進するため、毎年、進捗状況を把握する

とともに、水道事業を取り巻く環境の変化に対応して施策を見直すことにより本ビジ

ョンの実現性の向上を図ります。 

さらに、5年後の平成35年度を目途に本ビジョンの前期のまとめとして総点検を実

施し、後期の施策や事業のさらなる実現性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 7 章 推進体制 

図 7-1 PDCA サイクル 



 

○城陽市水道事業ビジョン策定経過 
平成29年度 

月日 事案 内容 

8月21日 

  

城陽市上下水道事業経営審議会 

（第1回） 

①会長・副会長の選出について 

②城陽市水道事業の概要について 

12月4日 

  

城陽市上下水道事業経営審議会 

（第2回） 

【諮問】 

城陽市水道事業ビジョンの策定について 

【議題】 

①城陽市水道事業ビジョン 

（新水道ビジョン）について 

2月22日 

  

城陽市上下水道事業経営審議会 

（第3回） 

①城陽市水道事業ビジョン 

（新水道ビジョン）について 

②パブリックコメントについて 

③部会の設置について 

平成30年度 

月日 事案 内容 

4月3日 

 

城陽市上下水道事業経営審議会
財政検討部会（第１回） 

①財政検討部会について 

②水道事業の経営課題について 

6月18日 

～7月31日 

 

パブリックコメント 

城陽市水道事業ビジョン（案）を、ホーム
ページに掲載、行政情報資料コーナーに配
架のほか、広報じょうよう（６月１５日号）
にてパブリックコメントの概要を掲載し、
パブリックコメントを実施した。 

7月31日 

 

城陽市上下水道事業経営審議会
財政検討部会（第2回） 

〇適正な水道料金水準について 

・前回指摘事項の整理 

・企業債の発行水準について 

・適正な料金水準について 

8月28日 

 

城陽市上下水道事業経営審議会
財政検討部会（第3回） 

〇水道料金体系のあり方 

・料金体系の考え方 

・その他料金に関わる事項 

〇中間報告（案）について 

10月23日 

 

城陽市上下水道事業経営審議会 

（第4回） 

①パブリックコメントの結果について 

②財政検討部会からの報告 

11月15日 

 

城陽市上下水道事業経営審議会 

（第5回） 

 

①答申（案）について 



 

○城陽市上下水道事業経営審議会委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

（敬称略、五十音順） 

○城陽市上下水道事業経営審議会財政検討部会委員名簿 

 

 

 

 

（敬称略、五十音順） 
 

 

 

（敬称略） 

※会長として部会の審議状況について把握する必要があることからオブザーバーとし

て参加

職名（団体名）

池田
い け だ

　雅樹
ま さ き

税理法人オネスト代表税理士

生駒
い こ ま

　智史
さ と し

城陽商工会議所専務理事

副会長 太田
お お た

　達也
た つ や

京都市上下水道サービス協会理事長

会長 楠見
く す み

　晴
はる

重
しげ

関西大学環境都市工学部都市システム工学科教授

佐野
さ の

　廣一
こういち

星和電機株式会社取締役監査等委員

塩田
し お た

　昌代
ま さ よ

市民公募

島田
し ま だ

　佳子
け い こ

城陽市食生活改善推進員（ヘルスメイト城陽）

清水
し み ず

　聡
とし

行
ゆき

立命館大学理工学部環境都市工学科講師

堂
どう

口
ぐち

　悦二
え つ じ

市民公募

坂東
ばんどう

　芳
よし

行
ゆき

京都銀行城陽支店支店長

氏名

職名（団体名）

池田
い け だ

　雅樹
ま さ き

税理法人オネスト代表税理士

生駒
い こ ま

　智史
さ と し

城陽商工会議所専務理事

部会長 太田
お お た

　達也
た つ や

京都市上下水道サービス協会理事長

副部会長 清水
し み ず

　聡
とし

行
ゆき

立命館大学理工学部環境都市工学科講師

坂東
ばんどう

　芳
よし

行
ゆき

京都銀行城陽支店支店長

氏名

職名（団体名）

会長※ 楠見
く す み

　晴
はる

重
しげ

関西大学環境都市工学部都市システム工学科教授

氏名
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